
下水道排水設備指定工事店、責任技術者の登録申請について

１．指定工事店の申請について

① 指定工事店指定申請書（様式第１号）

② -1 個人の場合は、住民票又は住民票記載事項証明書、経歴書

下水道排水設備指定工事店指定申請に係る誓約書(様式第1号の２)

② -2 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する上記②-1の書類

③ 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の３)

※付近見取図、平面図については、任意の様式でかまわない。

④ 責任技術者名簿(様式第2号)

⑤ 選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

※技術者を新規に選任する場合は、下記２．責任技術者登録の申請をすること。

⑥ 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

⑦ 市税納税証明書（※個人は代表者、法人は会社分の証明）

※完納証明書、滞納がないことを証する書類でもかまわない。

手数料　２０，０００円　（継続申請：更新の場合は１０，０００円）

２．責任技術者登録の申請について

① 責任技術者登録申請書（様式第７号）

② 住民票又は住民票記載事項証明書

（※指定工事店申請書類に原本の添付がある場合は複写でかまわない。）

③ (公財)兵庫県まちづくり技術センターが実施した責任技術者試験合格証の写し、

または責任技術者更新講習修了証の写し（いずれかで、日付が直近のもの）

④ 写真（縦4.0cm横3.0cm）２枚　（裏面に氏名を記載こと）

手数料　1人につき　１０，０００円　（継続申請：更新の場合は５，０００円）
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添付書類等チェック表

指定工事店の申請かかる必要書類 （※下記の順にそろえて提出して下さい。）

No. 書類 チェック 備考

1 指定工事店指定申請書（様式第１号） □
2 住民票又は住民票記載事項証明書 □ いずれかでよい。※法人の場合は代表者のもの。

3 経歴書 □ ※法人の場合は代表者のもの。

4 誓約書（様式第１号の２） □ ※法人の場合は代表者のもの。

5 商業登記簿謄本 □ ※法人の場合のみ。

6 定款の写し □ ※法人の場合のみ。

7 営業所の平面図(様式第１号の３) □ ※内容が同等のものならフリー様式でも可

8 営業所の付近見取図(様式第１号の３) □ ※内容が同等のものならフリー様式でも可

9 営業所の写真 □ 建物の外観、事務所内等

10
排水設備工事の施工に必要な設備及び器
材を有していることを証する書類 □

配管施工用の器具、掘削機械、運搬車両等。
所有財産目録等に、要件を具備する資機材の記載がある
場合はその複写でも可。(法人)

11 市税等納税証明書または完納証明書 □ 個人の場合は代表者、法人に場合は会社のもの

12 責任技術者名簿(様式第２号) □ 選任する責任技術者すべてを記載のこと。

13
専属責任技術者の下水道排水設備工事
責任技術者証の写し □

丹波篠山市（篠山市）が発行した責任技術者証の写し。
（名簿に記載のある責任技術者すべて、新規の登録を要
する場合は下記の申請をすること）

責任技術者登録の申請かかる必要書類等

No. 書類 チェック 備考

1 責任技術者登録申請書（様式第７号） □ 誓約事項に関して、署名押印のこと

2 住民票又は住民票記載事項証明書 □
いずれかでよい。
※指定工事店更新書類に原本の添付がある場合は複写
でかまわない。

3
(公財)兵庫県まちづくり技術センターが実
施した責任技術者試験の合格証の写し、
または責任技術者更新講習修了証の写し

□ いずれかでよいが、日付が直近のもので有効期限の残っ
ているもの。

4 下水道排水設備工事責任技術者証の写し □ 丹波篠山市（篠山市）が発行したもの（継続の場合）

5 写真（縦4.0cm横3.0cm）２枚 □ 証明写真（裏面に氏名を記載すること）


